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多賀城・七ヶ浜商工会 76

新型コロナウイルス感染症で
      　　　影響を受ける事業者の皆様へ

販売戦略強化セミナー開催
青年部・女性部事業、新会員紹介
各種ご案内・編集後記

　

2P～5P
　

 ６P
７P
８P

　新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けている会員皆さまに対し心よりお見舞い申し上げます。
本会では同感染症に関する特別相談窓口を設置し各種ご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

令和２年11月26日発行

商工会では、
「膨張から確かな成長へ」をスローガン
に掲げ、再生から発展に向け力強く歩み始
めた地域事業者の経営課題に対応するため、
役職員一丸となって各種経営支援を展開して
まいります。
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　感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者
に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給します。
〇給付対象の主な要件 
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が
前年同月比で50％以上減少している事業者。

② 2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、
今後も事業を継続する意思がある事業者。

③ 法人の場合は、資本金の額または出資の総額が10億円未
満、又は、上記の定めがない場合、常時使用する従業員
の数が2,000人以下である事業者。

※ 「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事
業者」「2020年1 ～ 3月に開業した事業者」の申請可。
〇給付額
　法人：200万円、個人事業者：100万円

　5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続をささえるため、地代・家賃（賃料
など）の負担を軽減する給付金を給付します。
〇給付対象者
　 テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5～ 12月において以下のいずれ

かに該当する者に、給付金を支給。
　①いずれか１カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
　②連続する３ヶ月の売上高の合計が前年同期比で30％以上減少
〇給付額・給付率
　 申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額）を基に、 6カ月分の給付額に相当する額を支給。

〇申請サイト　�https://yachin-shien.go.jp/index.html
〇申請サポート会場
　 家賃支援給付金の申請は本サイトでの電子申請（インターネットを利用した申請）を基本としていますが、申請サポー

ト会場において、補助員が電子申請を行うことが困難な方のサポートを行います。（完全予約制）

　※ ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

〇申請サイト
　https://www.jizokuka-kyufu.jp
〇申請サポート会場
　 持続化給付金については、電子申請を原則としています

が、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申
請サポート会場」を開設しています。（完全予約制）

※近隣会場

〇申請期間
　令和3年1月15日（金）まで　

商工会では「新型コロナウイルスに関する中小企業支援対策特別相談窓口」を開設し、各支援策
の活用をご支援しております。下記「持続化給付金」及び「家賃支援給付金」の給付申請窓口も
設けておりますので申請が困難な場合は、ぜひ商工会の給付申請窓口をご活用ください。（要予約）

※令和2年11月18日時点での情報です※令和2年11月18日時点での情報です

　新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中小・小規模事業者に対して，保証料補助や実質無利子化により民
間金融機関を活用した資金繰り支援を実施します。

※詳細は取扱金融機関にご確認ください。

※近隣会場

〇申請期間　令和3年1月15日（金）まで

　同感染症の拡大により著しく売上高が減少し、事業経営
に大きな支障が生じている市内の小規模事業者、個人事業
主、NPO法人、公益法人など事業継続を後押しするため、
事業継続支援給付金を支給します。
〇対象者
　次に掲げるすべての要件を満たす事業者
◦�市内で事業を営む小規模事業者、個人事業主、NPO法人、

公益法人などであること 
◦�売上高が、令和2年10月から同年12月までの任意の1か月

間と前年同月を比較して、20％以上減少していること（創

　同感染症により影響を受けている事業者が従業員の雇用
を維持することを支援するために、国が特例措置として実
施する「雇用調整助成金」の申請費用を補助します。
〇対象者
　 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金

の特例措置の申請を行うため、社会保険労務士へ当該雇
用調整助成金における申請業務を委託して実施している
事業者

業1年未満の事業者については、令和2年10月から12月ま
での任意の1か月間を新型コロナウイルス感染症の影響を
受けた直前の3か月間の平均売上高または原則直前の1か
月間の売上高と比較して20％以上減少していること。）
※�第1期（1月～ 6月減収分）及び第2期（7月～ 9月減収分）
の申請者も対象となります。
〇支給金額　
　1事業者あたり10万円
〇申請受付期間　
　令和3年1月29日(金)まで

〇補助金額　1事業者あたり10万円（上限）
〇補助対象経費
　 雇用調整助成金の申請に要する社会保険労務士への代行

報酬など
〇申請受付期間　令和3年2月26日(金)まで
※ 雇用調整助成金の緊急対応期間が延長されたことに伴

い、受付期間を延長しています。

新型コロナウイルス感染症各種支援事業

小規模事業者持続化補助金国

小規模事業者持続化補助金宮城県

小規模事業者持続化補助金多賀城市
事業継続支援給付金（第 3期）

雇用調整助成金申請支援補助金

会場名 施設名 住所

仙台会場 EARTH BLUE 仙台勾当台 2F 仙台市青葉区上杉1-6-10

会場施設名 住所
塩釜商工会議所 塩釜市港町1丁目6-20 塩釜商工会議所1F
TKP仙台南町通カンファレンスセンター 仙台市青葉区中央3丁目6-10 仙台南町通ビル7F
TKPガーデンシティ仙台駅北 仙台市宮城野区名掛丁201-1 アパホテル2F

法人 最大600万円

75万円以下 支払い賃料など×給付率2/3

75万円を超える 
75 万円以下の支払い賃料など相当する給付金（50 万円）＋支払い賃料な
どのうち 75 万円を超える金額×給付率 1/3
※ただし、100 万円（月額）が上限

個　人
事業者 最大300万円

37.5万円以下 支払い賃料など×給付率2/3

37.5万円を超える
37.5 万円以下の支払い賃料などに相当する給付金（25 万円）＋支払い賃料
などのうち 37.5 万円を超える金額×給付率 1/3
※ただし、50 万円（月額）が上限

家 賃 支 援 給 付 金

持 続 化 給 付 金

新型コロナウイルス感染症対応資金

セーフティネット保証 4 号 セーフティネット保証 5 号 危機関連保証

対象

次の要件に該当し、市町村長の認定を受けた中小企業者

（イ）県内において 1 年間以上継続して事業
を行っていること

（ロ）災害の発生に起因して、当該災害の影
響を受けた後、原則として最近 1 か月の売
上高等が前年同月に比して 20％以上減少し
ており、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月
間の売上高等が前年同期に比して 20％以上
減少することが見込まれること

指定業種に属する事業を行っており，最近
3 か月間の売上高等が前年同期比で 5％以
上減少していること

（イ）金融取引に支障を来してお
り、金融取引の正常化を図るため
に資金調達を必要としていること

（ロ）経済産業大臣が指定した案
件に起因して、原則として、最近
1 ヶ月間の売上高等が前年同月比
で 15％以上減少しており、かつ、
その後 2 ヶ月間を含む 3 ヶ月間の
売上高等が前年同期比で 15％以上
減少することが見込まれること

融資限度額 4,000万円
資金使途 運転資金・設備資金

利率 年1.30％

利子補給

年1.30%（当初3年間）
対象限度額 4,000万円

年 1.30%（当初 3 年間） 
※売上高▲ 5％以上の個人事業主、または売
上高▲ 15％以上の小・中規模事業者に限る
対象限度額 4,000万円

年1.30%（当初 3 年間）
対象限度額 4,000万円

償還期間 10 年以内（据置 5 年以内）
保証料 年0.85％

保証料補助

全額補助
対象限度額 4,000万円

個人事業主▲ 5％以上　保証料 0
小・中規模事業者▲ 5％以上　保証料 1/2
小・中規模事業者▲ 15％以上　保証料 0
対象限度額 4,000万円

全額補助
対象限度額 4,000万円

保証人 原則として法人代表者以外不要
担保 無担保（ただし、既設定根抵当権を除く）

取扱期間 令和2年5月1日（金）から令和2年12月31日（木）までに保証申込み受付し、かつ、令和3年1月31日（日）までに融資実行
されたもの

取扱金融機関 県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び農林中央金庫

≪事業継続支援給付金・雇用調整助成金申請支援補助金�申請・問い合わせ先≫
多賀城市市民経済部商工観光課 022-368-1141（内線471 ～ 474）
※ 郵送または持参（申請書を持参する場合や事前相談を希望する場合は、電話での「事前予約」が必要です）

前年の総売上（事業収入）—（前年同月比▲ 50％月の売上× 12ヶ月）
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❖掲載例 9.0cm

5.0cm

毎週木曜日は

　「働き方改革」をはじめ、制度助成金の活用や労務管理に関する疑問・お悩みなどについて、社会保険労務士が無料でご相談に
応じますので、ぜひご活用ください。
・働き方改革について知りたい　・制度助成金を活用したい　・就業規則を見直したい　
・コロナウイルスの影響による休業について知りたい
●時　間　午前１０時３０分～午後４時３０分まで（予約制 ※希望日の前週の金曜日午前中までにご予約ください）
●場　所　多賀城事務所

「働き方改革」等個別相談会の日

❖掲載例 9.0cm

5.0cm

第1・3・5水曜日は
　融資の相談に行きたいが、仙台に行く時間がない。そんな会員皆様の悩みにお応えするため、日本政策金融公庫の融資担当者
を招き、事業資金に関する相談会を下記により開催中です。
●時　間　午前１０時３０分～午後3時３０分まで（予約制 ※希望日の前週の金曜日午前中までにご予約ください）
●場　所　多賀城事務所

日本政策金融公庫定例相談会の日

ご利用お待ちしております。

第1・3
・5

水曜日
は

　　融資の相談に行きたいが、仙台に行く時間がない。そんな
会員皆様の悩みにお応えするため、日本政策金融公庫の融資
担当者を招き、事業資金に関する相談会を下記により開催中です。
●時　間　午前１０時３０分～午後３時３０分まで
               （予約制 ※希望日の前週の金曜日午前中までにご予約ください）
●場　所　多賀城事務所

〇対象 
　 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況

悪化を来している方であって、次の①または②のいずれ
かに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展するこ
とが見込まれる方

　① 最近1 ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較し
て5％以上減少している方

　② 業歴3 ヵ月以上1年1 ヵ月未満の場合等は、最近1 ヵ月の
売上高が次のいずれかと比較して5％以上減少している方 

　　（1） 過去3 ヵ月（最近1ヵ月を含みます。）の平均売上高
　　（2）令和元年12月の売上高
　　（3）令和元年10月から12月の平均売上高

〇対象
　 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1 ヵ月の売

上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少し
ている方

　※ 商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導
員による経営指導を受けた小規模事業者の方

〇資金の使いみち
　設備資金および運転資金

　経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業
主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、
労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成
※令和2年4月1日から令和2年12月31日までの休業等に適用
〇支給対象となる事業主
　以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象
　１． 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪

化し、事業活動が縮小している
　２． 最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比

５％以上減少している　　　
　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする
　３． 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を

支払っている
〇助成対象となる労働者
　事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当など

〇資金の使いみち
　設備資金および運転資金
〇貸付期間
　設備資金：20年以内（うち据置期間5年以内）
　運転資金：15年以内（うち据置期間5年以内）
〇融資限度額�（別枠）
　国民生活事業：8,000万円
　中小企業事業： 6億円 
〇利率
　当初3年間基準金利▲0.9％、4年目以降基準金利
　国民生活事業：1.26％→0.36％（4,000万円限度）
　中小企業事業：1.11％→0.21％（2億円限度）

〇貸付期間
　設備資金：10年以内（うち据置期間4年以内）　
　運転資金：７年以内（うち据置期間3年以内）
〇融資限度額�（別枠）　1,000万円
〇利率
　 当初3年間特別利率▲0.9％、4年目以降特別利率
　※ 引下げの限度額は新型コロナウイルス感染症特別貸付、

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付、新型コ
ロナウイルス対策衛経の合計で4,000万円となります

※ 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する
休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象（雇用調
整助成金と同様に申請）
〇助成額・助成率
助成額＝（平均賃金額×休業手当等の支払率）×下記助成率
　・解雇等を行わず雇用を維持した場合　10/10
　・それ以外の場合　4/5
※１人１日あたり15,000円が上限
※小規模事業主の場合は、実際に支払った休業手当額×助成率
〇追加支給
　令和２年６月12日付けの特例措置により、助成金の「上限
額の引き上げ」と「助成率の拡充」を令和２年４月１日 に
さかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主
などに対して、差額（追加支給分）を令和２年７月以降順次
お支払いしております。

※小規模事業者要件
　・ 製造業、建設業、運輸業、その他業種：従業員20名以下
　・卸売業、小売業、サービス業：従業員5名以下
〇期間　借入後当初3年間（最長）
〇補給対象上限　国民生活事業：4,000万円　
　　　　　　　　中小企業事業：2億円

〇対象 
　 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸

付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等により借
入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

　新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が一
定以上減少した中小事業者等は、申告することで令和3年度
課税の1年分に限り、事業用家屋に係る固定資産税・都市計
画税および償却資産に係る固定資産税の課税標準額が2分の
1またはゼロになります。
〇対象者
　 次の①に該当し、かつ、②または③のいずれかに該当す

る事業者が対象となります。
① 令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か
月の期間の事業収入（一般的な収益事業における売上高と
同義）が、前年の同期間と比較して30%以上減少している 

② 資本または出資を有しない法人または個人で従業員1000
人以下 

③資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
　※大企業の子会社等は対象外となります

〇軽減概要

※ 申告には認定経営革新等支援機関等（認定を受けた税理
士、金融機関、商工会等）の確認が必要です。

〇申告期限　令和3年2月1日（月）まで
≪申請・問い合わせ先≫
・多賀城市の方　多賀城市市民経済部税務課固定資産税係
　　　　　　　　 022-368-1141（内線：154 ～ 156）
・七ヶ浜町の方　七ヶ浜町税務課固定資産税係　022-357-7451

 

　小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援。
〇対象　小規模事業者等
〇補助率　2/3（補助上限50万円）
　 上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
　・「事業再開枠」補助上限：50万円、補助率：定額（10/10） 
　・ 「追加対策枠」補助上限：50万円、補助率：2/3または

定額（10/10）※特例事業者（バー、カラオケ店等）のみ
〇活用例
・ 感染症収束後の販路拡大に備えて、「インバウンド向けの

英語表記メニュー」や「のぼり」を作成。
・ そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理

の安定化、かつ時間短縮化により、事業再開後の繁忙期
の売り切れなどを回避。

・ 再開後のインバウンド需要取り込みのため、旅館にて、
外国語版Webサイトでピクトグラムの活用やムスリム対
応情報を発信し、外国人団体旅行予約の拡大を図る。
〇第4回受付締切：令和3年２月5日(金)　※当日消印有効

※令和2年11月18日時点での情報です

※令和2年11月18日時点での情報です

　

本
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関
す
る

中
小
企
業
支
援
対
策
特
別
相
談
窓
口
を
３
月
中
旬

か
ら
開
設
し
て
お
り
、
10
月
末
時
点
で
融
資
・
助

成
金
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
支
援
策
に
関
し
、
４

２
０
件
を
超
え
る
ご
相
談
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
本
会
で
は
７
月
中
旬
よ
り
持
続

化
給
付
金
・
家
賃
支
援
給
付
金
の
給
付
申
請
窓
口

を
設
置
し
、
本
会
事
務
所
（
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
）

に
て
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
給
付
金
申
請
に
つ
い
て
は
原
則
電
子
申
請
と

な
る
た
め
、
申
請
が
困
難
な
際
は
、
ぜ
ひ
商
工
会

の
給
付
申
請
窓
口
を
ご
活
用

く
だ
さ
い
。
※
要
予
約

 

そ
の
他
支
援
策
等
で
気
に

な
る
点
・
ご
不
明
点
等
が
あ

り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

＜業種別相談割合＞
業種 割合

卸売業 2%   　　

小売業 9%   　　

飲食業 31%   　　

サービス業 24%   　　

建設業 22%   　　

製造業 6%   　　

その他 6%   　　 

計 100%   　　  

日本政策金融公庫

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス対策マル経融資

特 別 利 子 補 給 制 度

小規模事業者持続化補助金ハローワーク

小規模事業者持続化補助金多賀城市・七ヶ浜町共通

小規模事業者持続化補助金全国商工会連合会

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
る
ご
相
談
は

商
工
会
ま
で

小規模事業者 中小企業者
個人事業主 要件なし 売上高▲ 20％以上法　人 売上高▲ 15％以上

雇用調整助成金の特例措置（緊急対応期間中※）

新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税などの軽減措置
令和 2 年 2 月から 10 月までの任意の連続する
3 ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 　 

課税標準額の軽減率
（令和 3 年度のみ）

50％以上減少 全額軽減
30％以上 50％未満 2 分の 1

商工会にて確認を行う場合、事前連絡の上、直近確定申告書（一式）、
減少月の売上元帳をご持参ください。※比較対象月が直近の事業
年度でない場合、該当する申告書類もご用意ください。

小規模事業者持続化補助金（一般型）
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❶古　山　貴　博
❷多賀城市八幡4-2-21
❸０２２－３６４－９２７０
❹飲食店 
❺創業60年の先代から震災後に引き継ぎ、
10年目になる家族経営の焼肉屋です。
　お肉を何種類も楽しんで頂けるよう量
を少なくして、一人でも焼けるカウン
ター席も設けました。カウンターでは多趣
味な店主との会話が止まりません。
　丼、ラーメンなど焼かないメニューも充実

しており、ご家族様、団体様のご利用には広い
お座敷もございます。

　各種カード、PayPay取扱。Go Toトラベル、みやぎ 
GoToイート加盟店。

ケムリノアブサン
❶渡　邊　　　永
❷多賀城市留ヶ谷3-6-10
❸０２２－３６８－８８１０
❹葬儀 
❺私共、“ご供養処”雅庵城東館はヨーク
ベニマル塩釜店様と多賀城駅の中間にご
ざいます。
　小さな家族葬、墓石の修繕、墓石彫刻
やペット葬、人形供養の他、県内各自治
体からの福祉葬の受注等、主にメモリアル
に関する事業を行っております。
　一般社団法人宮城県福祉葬協会の旗艦店と
して、終活のご相談、昨今は墓じまいや仏壇じまい
のお問い合わせやご遺骨の処遇、寺院様とのお付き
合いのご相談が増えております。
　どんなことでもご相談ください。

雅庵城東館

和歌珈琲

居酒屋
はなむら

留ヶ谷
1号公園

米粉パン
トゥット

向泉院

東北
本線 ●

●

●

卍

雅庵城東館

↑
至
塩
釜

GS

杜の信用
金庫

ホテル
キャッスル
　　プラザ

かつ庄

インド
レストラン
ガンジー

吉
野
家 ●

●

●

●

●

● ケムリノ
　アブサン

5845

↑
至
塩
釜

至
仙
台
↓

雅庵　城東館

　宮城県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パート、アル
バイト等を含む）に適用される宮城県最低賃金は、下記のとおり
改正されました。

　次に掲げる賃金は、最低賃金の計算に含まれません。
○精皆勤手当 ○通勤手当 ○家族手当 ○賞与等 
○時間外・休日・深夜手当
お問い合わせ　
　宮城労働局労働基準部賃金室（☎ 022－299－8841）
　又は各労働基準監督署

時間額 効力発生日

825円 令和2年10月１日

宮城県最低賃金の改正について

　

９
月
９
日
（
水
）、
商
工
会
多
賀
城
会
館
に
お
い
て
今
年
度

３
回
目
の
理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
新
会
員
の
加
入
承
認
な
ど
６

議
案
の
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
市
町
村
と
共
同
し
て
小
規
模
事
業
者
の
事
業
継

続
力
強
化
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
で
あ
る
「
事
業
継
続
力
強

化
支
援
計
画
」
や
今
後
の
イ
ベ
ン
ト
事
業
の
方
向
性
に
つ
い
て

説
明
を
行
い
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
の
申
請
支
援
状
況
報

告
や
経
営
講
習
会
の
開
催
報
告
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
特
別

相
談
窓
口
の
状
況
報
告
を
行
い
、
今
後
も
各
種
支
援
施
策
を
通

し
、
事
業
・
地
域
の
発
展
の
た
め
取
り
組
む
こ
と
を
確
認
い
た

し
ま
し
た
。

　

11
月
13
日
（
金
）、
和
食
の
小
島
に
お
い
て
、
財
務
省
東
北

財
務
局
理
財
部
長
、
県
信
用
保
証
協
会
担
当
役
員
、
市
内
・
町

内
の
金
融
機
関
各
支
店
長
を
含
め
18
名
、
本
会
か
ら
副
会
長
、

商
業
部
会
長
を
含
め
た
各
部
会
長
が
出
席
し
懇
談
会
を
開
催
い

た
し
ま
し
た
。

　

懇
談
で
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
お
け
る
管

内
の
金
融
情
勢
」
や
「
県
内
の

保
証
状
況
」
等
に
つ
い
て
説
明

を
い
た
だ
い
た
後
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
伴

う
地
域
商
工
業
者
へ
の
対
応
、

地
域
の
景
気
の
現
状
及
び
先
行

き
の
見
通
し
等
に
つ
い
て
、
懇

談
を
深
め
ま
し
た
。

　

去
る
令
和
２
年
10
月
12
日
（
月
）
多
賀
城
会
館
に
お
い
て
、

広
域
エ
リ
ア
別
指
導
者
研
修
会
事
業 

令
和
２
年
度 

青
年
部
員

研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
時
代
を
乗
り
切
る
た
め
の
企
業
経

営
」
を
テ
ー
マ
に
、
よ
こ
お
経
営
労
務
管
理
事
務
所 

代
表 

横

尾
徳
仁
氏
を
講
師
に
招
き
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
青
年
部
員
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
を
契
機
と
し

た
新
た
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
経

営
の
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
、有
意

義
な
研
修
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

商
工
会
青
年
部
は
、
今
後
も
部
員

個
々
の
事
業
経
営
に
活
か
す
こ
と
の
で

き
る
研
修
会
事
業
を
計
画
し
、
実
施
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

 

女
性
部
で
は
、
令
和
元
年
度
よ
り
つ
る
し
飾
り
事
業
と
し
て
、

月
に
２
回
ほ
ど
集
ま
り
制
作
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
年

３
月
に
多
賀
城
市
文
化
セ
ン
タ
ー
と
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
避
難

所
に
て
展
示
会
を
開
催
す
る
予
定
で
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
拡
大
の
た
め
、
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
つ
る
し
飾
り
に
は
無
病
息
災
な
ど
の
願
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
陸
奥
総
社
宮
に
て
疫
病
退
散
の
ご
祈
祷
を

し
て
い
た
だ
き
、
新
型
コ
ロ
ナ

の
終
息
の
願
い
を
込
め
て
、
多

賀
城
市
役
所
・
七
ヶ
浜
町
役
場

に
贈
呈
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

多
賀
城
市
役
所
、
七
ヶ
浜
町

役
場
、
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
商
工

会
多
賀
城
事
務
所
、
七
ヶ
浜
事

務
所
に
飾
っ
て
あ
り
ま
す
の
で
、

是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

10
月
21
日
（
水
）、
専
門
家
派
遣
等
事
業
に

関
す
る
講
習
会
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を

乗
り
切
る
た
め
の
販
売
戦
略
強
化
と
政
府
の
支

援
施
策
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
多
賀
城

会
館
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
コ
ロ
ナ
関
連
の
公
的
支

援
策
に
つ
い
て
ご
説
明
を
い
た
だ
い
た
後
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
乗
り
切
る
た
め
の
販
売

戦
略
強
化
と
し
て
、S
W
O
T
分
析
の
方
法
や
、

分
析
結
果
を
活
用
し
た
今
後
の
成
長
方
針
の
作

成
方
法
等
に
つ
い
て
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

受
講
者
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り

影
響
を
受
け
て
い
る
状
況
か
ら
脱
却
す
る
た

め
、
終
始
熱
心
に
聞
き
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。

�会員になりました。よろしくお願いいたします。 （9月受付分理事会加入承認）

No. 　　事業所名 　代表者 　　　住　　　所 　電話番号 　業　種
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ケムリノアブサン
雅庵城東館
㈱ミック東北支店
山崎総業㈱
半田鉄工
㈱ GLAFT

折笠工業
ヘアーサロンピュア

古山　貴博
渡邊　　永
大山　久志
山崎　成歩
半田　祐次
畠山　康孝
遠藤　一則
折笠　良樹
阿部　芳恵

多賀城市八幡4-2-21
多賀城市留ヶ谷3-6-10
多賀城市宮内1-4-1
多賀城市新田字上88-4
多賀城市下馬4-7-3 アンシャトー102
多賀城市八幡2-17-34
多賀城市下馬5-7-5
多賀城市笠神5-14-1-1
多賀城市留ヶ谷2-4-1

364-9270
368-8810
762-9155
224-5822

080-1699-2808
349-9676
362-1607

080-1689-0314
364-8277

飲食業
葬儀
クレーン作業全般、プラント工事、橋梁架設工事一式
建設業（型枠工）
鉄の加工、製品作り、取付
飲食業
コンビニエンス
建設業
理容業

【�法定会員�】

事
業
の
持
続
的
発
展
に
向
け
て

金
融
懇
談
会

 　
　
　
　

青
年
部
員
研
修
会

女
性
部
つ
る
し
飾
り
事
業

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
乗
り
切
る

た
め
の
販
売
戦
略
強
化
と
政
府
の

支
援
施
策
に
つ
い
て

No. 　　事業所名 　代表者 　　　住　　　所 　電話番号 　業　種
1 ＴＨＥ ＭＡＲＲＩAＧＥ 武田　広美 塩釜市杉の入裏39-177 080-3190-6476 結婚相談所

第
３
回
理
事
会

令
和
2
年
度

専
門
家
派
遣
等
事
業
に
関
す
る
講
習
会

㈲ワインフードエンドー商店
（セブン- イレブン多賀城下馬店）

貴重な意見交換の場となった懇談会の様子研修会の様子女性部と制作したつるし飾り

支援施策等について説明を受ける受講者
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•多賀城市新年賀詞交歓会
•七ヶ浜町新春年賀の会
　新型コロナウイルス感染症の影響により以上の
イベント等について、参加者・関係者の皆さまの健
康と安全を最優先に考慮した結果、中止となりまし
たのでお知らせいたします。

事業承継の相談はお早めに！

中止となるイベント等
のお知らせ

　事業承継は事業所の存続において極めて重要な課題
です。後継者問題に不安を抱えている皆様に「事業承継
診断」を行い、診断で明らかになりました課題を専門家
（弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など）の
派遣を通じ、事業承継に係る専門的なご相談や事業承
継計画づくりをお手伝いします。
　事業承継は早目の準備が大切です。円滑に実現する
ためぜひご相談ください。

　本地域の冬の風物詩となっております多賀城・七ヶ浜商
店会連合会年末大売出しが、いよいよ１２月１日（火）から
１２月３１日（木）まで開催されます。
　今年は「その場で当たる　年末幸運スクラッチくじ」と
題し、市・町内の加盟店５７舗でお買い物された方へ５００
円ごとに「幸運スクラッチくじ」１枚を進呈し、その場で賞
品が当たります。
　今年も日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込め、たくさんの
当選くじをご用意しておりますので、ぜひ地元商店にて年
末のお買い物をお楽しみください。

１，０００円券　     ３５０本
      ５００円券　     ７００本
      １００円券  ３，５００本

今年の賞品はこちら！！

第３９回    多賀城・七ヶ浜商店会連合会

年末大売出し開催！！
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　全国商工会連合会会員福祉共済は、商工会員の皆さま
が加入できる特別な制度です。
ご加入できる方
　商工会の会員とその家族、会員の従業員とその家族、
商工会・連合会の役職員とその家族であって健康な方が
対象となります。（「病気」の補償およびトータル「がん」
補償・シンプル「がん」補償の場合、健康状態に関する
告知義務があります。）
※ ただし、2019年11月1日時点での満年齢が満６歳以上

80歳以下（シニア医療特約・シニアトータル「がん」
プラン・シニアシンプル「がん」プランでは新規ご加
入は満74歳以下）の方に限ります。

「傷害プラン」に個人賠償責任保険が
付いた充実の安心補償‼
　日常生活の事故やトラブルで賠償責
任が生じたとき、最高２億円まで補償‼
個人賠償責任保険でご家族全員分の賠
償事故をカバー！（「個人賠償」の補償
は傷害ライトプラン、シニア傷害プラ
ンには付帯されません）

商 工 会 の 福 祉 共 済


